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青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月

日

青
森
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知
事
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下

宗

一

郎



2

青
森
県
規
則
第

号

青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
地
す
べ
り
等
防
止
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
当
該
許
可
の
申
請
等
に
係
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
を
管
轄
す
る
地
域
県
民
局
長
」
を

「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
所
の
長
」
に
、
「
次
に

掲
げ
る
保
安
林
等
の
存
す
る
」
を
「
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十

五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
条
第
一
項
後
段
又
は
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
（
こ
れ
に
準
ず

べ
き
森
林
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地

区
（
こ
れ
に
準
ず
べ
き
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
含
む
。
）
又
は
土
地
改
良
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
が
施
行
さ
れ
て

い
る
地
域
若
し
く
は
同
法
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
さ
れ
て
い
る
地
域
（
こ

れ
ら
の
地
域
に
準
ず
べ
き
地
域
を
含
む
。
）
の
存
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
係
る
許
可
の
申

請
等

農
林
水
産
事
務
所

二

前
号
に
該
当
し
な
い
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
係
る
許
可
の
申
請
等

県
土
整
備
事
務
所

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


